
医療機関コードについて 

健康保険法(大正１１年法律第７０号)第６５条第１項の規定により保険医療機関として指定さ

れた病院等に付される番号です。 

「都道府県番号」＋「点数表番号」＋「医療機関コード 」の１０桁の番号を記載してください。 

保険医療機関ではない場合「無」と記載してください。 

なお、病院等が「医科」と「歯科」でそれぞれ医療機関コードを有している場合には、「医科」

の医療機関コードを記載してください。 

医療機関コードは、各地域を管轄している地方厚生(支)局のホームページで確認可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

【例】広島市の医科診療所 「 ３ ４ １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 」 

   広島市の歯科診療所 「 ３ ４ ３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 」 

 

 

 

 


